
一
　
概
要

平
成
一
四
年
九
月
に
行
わ
れ
た
日
朝
首
脳
会
談

で
、
北
朝
鮮
の
金キ

ム

正
・
ジ
ョ
ン

日イ
ル

国
防
委
員
長
は
日
本
人
拉

致
問
題
に
つ
い
て
、「（
北
朝
鮮
の
）
特
殊
機
関
の
一

部
の
盲
動
主
義
者
ら
が
、
英
雄
主
義
に
走
っ
て
か
か

る
行
為
を
行
っ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
」
と
の
認
識

を
示
し
て
謝
罪
し
、
同
年
一
〇
月
に
は
北
朝
鮮
か
ら

五
人
の
拉
致
被
害
者
が
帰
国
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

一
六
年
五
月
及
び
七
月
に
は
、
こ
れ
ら
の
拉
致
被
害

者
の
家
族
の
帰
国
・
来
日
が
実
現
し
ま
し
た
。

二
　
拉
致
の
目
的

北
朝
鮮
が
日
本
人
を
拉
致
し
た
目
的
に
つ
い
て
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
金
正
日
国

防
委
員
長
は
、
日
朝
首
脳
会
談
の
席
上
、
日
本
人
拉

致
の
目
的
に
つ
い
て
、「
一
つ
目
は
特
殊
機
関
で
日

本
語
の
学
習
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
二
つ
目

は
他
人
の
身
分
を
利
用
し
て
南
（
韓
国
）
に
入
る
た

め
で
あ
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
よ
ど
号
」

犯
人
の
元
妻
は
、
金キ

ム

日
・
イ
ル

成ソ
ン

主

席
か
ら
「
革
命
の
た
め
に
は
、

日
本
で
指
導
的
な
役
割
を
果
た

す
党
を
創
建
せ
よ
。
党
の
創
建

に
は
、
革
命
の
中
核
と
な
る
日

本
人
を
発
掘
、
獲
得
、
育
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
教

示
を
受
け
た
田
宮
高
麿
か
ら
日

本
人
獲
得
を
指
示
さ
れ
た
旨
を

証
言
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

点
を
含
め
、
総
合
的
に
考
え
る
と
、
日
本
人
拉
致
の

背
景
に
は
、
北
朝
鮮
工
作
員
が
日
本
人
の
よ
う
に
振

る
舞
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
を
行
わ
せ
る
こ

と
や
、
北
朝
鮮
工
作
員
が
日
本
に
潜
入
し
て
、
拉
致

し
た
者
に
な
り
す
ま
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
の
ほ
か
、
金
日
成
主
義
に
基
づ
く
日
本
革
命
を

行
う
た
め
の
人
材
獲
得
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
も
の

と
み
ら
れ
ま
す
。

三
　
拉
致
容
疑
事
案
の
捜
査
状
況

一
八
年
一
月
、
警
察
庁
長
官
は
、
警
察
法
第
五
条

第
二
項
第
六
号
及
び
第
六
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ

き
、
昭
和
五
三
年
に
相
次
い
で
発
生
し
た
福
井
県
及

び
新
潟
県
に
お
け
る
ア
ベ
ッ
ク
拉
致
容
疑
事
案
に
対

処
す
る
た
め
の
警
察
の
態
勢
に
関
し
、
福
井
県
警
察

及
び
新
潟
県
警
察
が
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
庁
と
共
同
し

て
捜
査
を
行
う
よ
う
指
示
し
ま
し
た
。
こ
の
指
示
を

受
け
、
両
共
同
捜
査
本
部
が
、
所
要
の
捜
査
を
行
っ

た
結
果
、
ア
ベ
ッ
ク
拉
致
容
疑
事
案
（
福
井
）
の
実

行
犯
と
し
て
北
朝
鮮
工
作
員
・
辛シ

ン

光
・
グ
ァ

洙ン
ス

を
、
ア
ベ

ッ
ク
拉
致
容
疑
事
案
（
新
潟
）
の
実
行
犯
と
し
て
北

朝
鮮
工
作
員
・
通
称
チ
ェ
・
ス
ン
チ
ョ
ル
を
そ
れ
ぞ

れ
特
定
し
、
い
ず
れ
も
平
成
一
八
年
二
月
、
逮
捕
状

の
発
付
を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
同
年
四
月
、
警
視
庁

は
、
昭
和
五
五
年
六
月
に
発
生
し
た
原
敕
晁

た
だ
あ
き

さ
ん
拉

致
容
疑
事
案
に
関
し
て
、
実
行
犯
で
あ
る
辛
光
洙
及

び
金
吉
旭
の
逮
捕
状
の
発
付
を
得
た
ほ
か
、
平
成
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１
北
朝
鮮
に
よ
る

日
本
人
拉ら

致
容
疑
事
案

24年ぶりに帰国する拉致被害者（共同）

キ
ム
・
キ
ル
ウ
ク



一
八
年
一
一
月
に
は
、
新
潟
県
警
察
は
、
曽
我
さ
ん

母
娘
拉
致
容
疑
事
案
の
実
行
犯
と
し
て
北
朝
鮮
工
作

員
・
通
称
キ
ム
・
ミ
ョ
ン
ス
ク
を
特
定
し
、
逮
捕
状

の
発
付
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
国
際
手
配
を
行
い
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
警
察
が
、

拉
致
に
関
与
し
た
と
し
て
逮
捕
状
の
発
付
を
得
て
、

国
際
手
配
を
行
っ
て
い
る
容
疑
者
は
六
人
に
上
り
ま

す
。ま

た
、
警
察
は
、
こ
れ
ま
で
に
北
朝
鮮
に
よ
る
日

本
人
拉
致
容
疑
事
案
と
判
断
し
て
き
た
一
一
件
一
六

人
以
外
に
も
、
拉
致
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
事

案
が
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
所
要
の
捜
査
や
調
査
を

進
め
た
結
果
、
同
年
一
一
月
、
昭
和
五
二
年
一
〇
月

に
鳥
取
県
米
子
市
内
の
女
性
が
失
踪
し
た
事
案
を
新

た
に
拉
致
容
疑
事
案
と
判
断
し
、
そ
の
旨
を
公
表
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
警
察

が
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
容
疑
事
案
と
判
断
し
て
い
る

も
の
は
、
一
二
件
一
七
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

四
　
日
朝
包
括
並
行
協
議
後
の
日
朝
の
動
向

（
一
）
日
朝
包
括
並
行
協
議
の
開
催

平
成
一
七
年
一
一
月
三
日
及
び
四
日
、
北
京
で
、

約
一
年
ぶ
り
に
日
朝
政
府
間
協
議
が
再
開
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
協
議
で
は
、
日
本
側
か
ら
「
拉
致
問
題
等

の
懸
案
事
項
に
関
す
る
協
議
」、「
核
問
題
、
ミ
サ
イ

ル
問
題
等
の
安
全
保
障
に
関
す
る
協
議
」
及
び
「
国

交
正
常
化
交
渉
」
の
三
つ
の
協
議
を
並
行
し
て
行
う

案
を
提
示
し
ま
し
た
。
北
朝
鮮
側
は
、
同
年
一
二
月

二
四
日
及
び
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
協
議
に
お
い

て
、
こ
の
提
案
を
受
け
入
れ
、
一
八
年
二
月
四
日
か

ら
八
日
に
か
け
て
、
北
京
で
、
日
朝
包
括
並
行
協
議

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
場
に
お
い
て
、
日

本
側
か
ら
、
生
存
す
る
拉
致
被
害
者
の
早
期
帰
国
、

真
相
究
明
、
容
疑
者
の
引
渡
し
を
改
め
て
強
く
求
め

ま
し
た
が
、
北
朝
鮮
側
か
ら
、
拉
致
被
害
者
に
関
す

る
新
た
な
情
報
の
提
供
は
な
く
、
拉
致
問
題
に
つ
い

て
具
体
的
な
進
展
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
お
、
日
朝
包
括
並
行
協
議
に
お
い
て
北
朝
鮮
側

は
、
脱
北
者
支
援
活
動
を
行
う
我
が
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関

係
者
等
七
人
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
の
法
に
違
反
す
る

「
拉
致
犯
」
で
あ
る
旨
の
主
張
を
行
い
、
そ
の
身
柄

の
引
渡
し
等
を
要
求
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日

本
側
は
、
北
朝
鮮
側
の
拉
致
問
題
解
決
に
向
け
た
誠

意
を
疑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
ま

す
。

（
二
）
拉
致
被
害
者
に
係
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査

一
八
年
四
月
一
一
日
、
外
務
省
は
、
横
田
め
ぐ
み

さ
ん
の
娘
と
韓
国
人
拉
致
被
害
者
の
家
族
と
の
間
に

血
縁
関
係
が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い
と
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

検
査
の
結
果
を
公
表
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
、

日
本
側
か
ら
北
朝
鮮
側
に
対
し
、
拉
致
問
題
解
決
に

向
け
た
誠
意
あ
る
対
応
を
改
め
て
求
め
ま
し
た
。
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一

弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
核
開
発
の
問
題
で
更
に
孤
立

を
深
め
る
北
朝
鮮

北
朝
鮮
は
、
一
八
年
中
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
核
開

発
の
問
題
に
よ
り
、
国
際
社
会
の
中
で
孤
立
を
一
層

深
め
ま
し
た
。

同
年
七
月
五
日
、
北
朝
鮮
は
、
テ
ポ
ド
ン
２
を
含

む
七
発
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
ま
し
た
。
我
が

国
政
府
は
、
直
ち
に
北
京
の
大
使
館
ル
ー
ト
を
通
じ

て
、
北
朝
鮮
に
遺
憾
の
意
を
伝
え
、
厳
重
に
抗
議
す

る
と
と
も
に
、
毅き

然
と
し
た
厳
し

い
対
応
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
、
万
景
峰

マ
ン
ギ
ョ
ン
ボ
ン

九
二
号
の
入
港
禁
止

や
北
朝
鮮
当
局
の
職
員
の
入
国
を

原
則
と
し
て
認
め
な
い
な
ど
、
九

項
目
の
対
北
朝
鮮
措
置
を
決
定
し
、

実
施
し
ま
し
た
。
北
朝
鮮
外
務
省

ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
、
同
月
六
日
、

朝
鮮
中
央
通
信
の
質
問
に
回
答
す

る
形
で
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
に

つ
い
て
「
自
衛
的
国
防
力
強
化
の

た
め
に
我
が
軍
隊
が
正
常
的
に
行

っ
た
軍
事
訓
練
の
一
環
だ
」
と
し
て
、
初
め
て
公
式

に
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
の
事
実
を
認
め
、「
今
後
も

自
衛
的
抑
止
力
の
強
化
の
一
環
と
し
て
、
ミ
サ
イ
ル

発
射
訓
練
を
継
続
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
表
明
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、「
こ
れ
に
言
い
掛
か
り
を
つ
け
て
圧

力
を
加
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
我
が
方
は
や
む
を
得

ず
他
の
形
態
の
更
に
強
硬
な
物
理
的
行
動
措
置
を
と

ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
」
と
警
告
し
、
翌
七
日
に

は
、
宋
日
昊

ソ
ン
・
イ
ル
ホ

北
朝
鮮
外
務
省
大
使
も
、
我
が
国
の
対

北
朝
鮮
措
置
に
対
し
、「
言
語
道
断
だ
。
後
に
破
局

的
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
」、「
も
っ
と
強
い
別
の
対

応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
な
ど
と
強
く
反
発
し
ま
し

た
。国

際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
は
、
同
年
七
月
一
五

日
（
現
地
時
間
）、
北
朝
鮮
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射

を
非
難
し
、
北
朝
鮮
に
対
し
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
計
画

に
関
連
す
る
す
べ
て
の
活
動
の
停
止
等
を
要
求
す
る

こ
と
等
を
内
容
と
す
る
決
議
第
一
六
九
五
号
を
全
会

一
致
で
採
択
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
朴
吉
淵

パ
ク
・
キ
ル
ヨ
ン

国

連
駐
在
北
朝
鮮
大
使
は
、「
本
日
採
択
さ
れ
た
決
議

を
全
面
的
に
拒
否
す
る
」、「
我
が
軍
隊
は
今
回
と
同

様
に
今
後
も
、
自
衛
的
抑
止
力
の
強
化
の
一
環
と
し

て
ミ
サ
イ
ル
発
射
訓
練
を
継
続
す
る
で
あ
ろ
う
」
な

ど
と
表
明
し
ま
し
た
。

我
が
国
政
府
は
、
同
年
九
月
一
九
日
、
決
議
第

一
六
九
五
号
に
基
づ
き
、「
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
又

は
大
量
破
壊
兵
器
計
画
に
関
連
す
る
資
金
の
移
転
を

防
止
す
る
等
の
措
置
に
つ
い
て
」
を
閣
議
了
解
し
、
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2
様
々
な
形
態
で
展
開
さ
れ
る

北
朝
鮮
の
対
日
有
害
活
動

地下核実験実施を伝える朝鮮中央テレビのアナウンサー
（10月９日）（共同）

記者会見する宋日昊北朝鮮外務省大使
（７月７日）（共同）



北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
又
は
大
量
破
壊
兵
器
計
画
に
関

連
す
る
者
（
一
五
団
体
・
一
個
人
）
に
対
し
、
資
金

の
移
転
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
ま
し
た
。

北
朝
鮮
外
務
省
は
、
同
年
一
〇
月
三
日
、「
米
国

の
反
共
和
国
孤
立
・
圧
殺
策
動
が
極
限
点
を
超
え

て
、
最
悪
の
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
諸
般
の
情
勢

の
下
で
、
我
が
方
は
こ
れ
以
上
、
事
態
の
発
展
を
手

を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ

た
」
な
ど
と
し
て
、「
安
全
性
が
徹
底
的
に
保
証
さ

れ
た
核
実
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
」
な
ど
と
す
る
声

明
を
発
表
し
、
同
月
九
日
正
午
前
、
朝
鮮
中
央
通
信

は
、
北
朝
鮮
の
科
学
研
究
部
門
が
「
地
下
核
実
験
を

安
全
に
成
功
裏
に
行
っ
た
」
な
ど
と
報
道
し
ま
し
た
。

安
倍
首
相
は
、
こ
の
間
外
遊
中
で
、
同
月
八
日
、

北
京
で
日
中
首
脳
会
談
、
同
月
九
日
、
ソ
ウ
ル
で
日

韓
首
脳
会
談
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
我

が
国
政
府
は
、
北
朝
鮮
の
発
表
に
迅
速
に
対
応
し
、

同
月
一
一
日
に
は
安
全
保
障
会
議
を
開
催
す
る
と
と

も
に
、
我
が
国
独
自
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
新
た
な
措

置
と
し
て
、
す
べ
て
の
北
朝
鮮
籍
船
の
入
港
禁
止
、

北
朝
鮮
か
ら
の
す
べ
て
の
品
目
の
輸
入
禁
止
、
及
び

北
朝
鮮
籍
を
有
す
る
者
の
入
国
の
原
則
禁
止
等
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
同
月
一
三
日
に
は
こ
の
た

め
に
必
要
な
閣
議
決
定
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
宋
日
昊
北
朝
鮮
外
務
省
大
使
は
、

「
日
本
政
府
が
追
加
制
裁
に
踏
み
切
る
な
ら
、
必
ず

対
抗
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
は
過
去
の

清
算
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
他
の
国
が
我
が
国
に
対
し

て
行
う
制
裁
へ
の
対
応
よ
り
も
厳
し
さ
を
増
す
。
具

体
的
措
置
は
、
い
ず
れ
分
か
る
」
な
ど
と
発
言
し
、

我
が
国
政
府
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
転
換
を
求
め
る
動

き
を
活
発
化
さ
せ
ま
し
た
。

ま
た
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
は
、
同
月
一

四
日
（
現
地
時
間
）、
国
連
憲
章
第
七
章
の
下
に
行

動
し
、
国
連
憲
章
第
四
一
条
に
基
づ
く
措
置
を
と
る

こ
と
と
し
、
北
朝
鮮
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
核
実
験
を

非
難
し
、
更
な
る
核
実
験
又
は
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発

射
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す

る
決
議
第
一
七
一
八
号
を
全
会
一
致
で
採
択
し
ま
し

た
。我

が
国
政
府
は
、
同
決
議
を
受
け
、
同
年
一
一
月

一
四
日
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
奢し

ゃ

侈し

品
（
二
四

品
目
）
及
び
大
量
破
壊
兵
器
関
連
物
資
等
の
輸
出
禁

止
措
置
等
を
実
施
す
る
こ
と
を
閣
議
了
解
し
、
同
月

一
五
日
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
実
施
し
ま
し
た
。

な
お
、
米
国
は
、
同
年
一
〇
月
一
六
日
、
採
取
し

た
大
気
を
サ
ン
プ
ル
分
析
し
た
結
果
、
放
射
性
物
質
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を
検
出
し
、
北
朝
鮮
が
地
下
核
実
験
を
行
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
と
発
表
し
、
我
が
国
も
、
同
月
二
七

日
、
北
朝
鮮
が
核
実
験
を
行
っ
た
蓋
然
性
が
極
め
て

高
い
も
の
と
判
断
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
北
朝
鮮
の
核
開
発
問
題
を
協
議
す
る
六
者

会
合
は
、
一
七
年
一
一
月
以
降
、
再
開
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
一
八
年
一
二
月
一
八
日
か
ら
同
月

二
二
日
ま
で
の
間
、
第
五
回
六
者
会
合
第
二
次
会
合

が
北
京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
北
朝
鮮
が
、
こ
の
場
に
お
い
て
「
核
保

有
国
」
と
し
て
の
立
場
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、

「
米
国
に
よ
る
金
融
制
裁
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
、
共

同
声
明
実
施
に
係
る
論
議
に
は
入
れ
な
い
」
と
の
立

場
を
堅
持
し
た
た
め
、
非
核
化
に
向
け
て
実
質
的
な

進
展
は
得
ら
れ
ず
、
休
会
と
な
り
ま
し
た
。

二
　
北
朝
鮮
に
よ
る
対
日
諸
工
作

北
朝
鮮
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発

射
及
び
地
下
核
実
験
実
施
の
発
表
等
に
対
す
る
我
が

国
の
措
置
を
厳
し
く
批
判
す
る
一
方
、
拉
致
問
題
に

つ
い
て
は
「
既
に
解
決
済
み
」
と
の
姿
勢
を
変
化
さ

せ
て
い
ま
せ
ん
。

一
八
年
七
月
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
伴
う
我
が

国
政
府
の
措
置
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
外
務
省
ス
ポ
ー

ク
ス
マ
ン
が
、「
日
本
当
局
は
、
我
が
方
が
「
拉
致

問
題
」
を
完
全
に
解
決
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

己
の
義
務
は
一
つ
も
履
行
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な

く
、
逆
に
米
国
の
対
北
朝
鮮
敵
視
政
策
に
積
極
的
に

便
乗
し
、「
拉
致
問
題
」
を
国
際
化
す
る
な
ど
、
我

が
方
の
善
意
を
悪
用
し
て
朝
日
関
係
全
般
を
原
点
に

立
ち
戻
ら
せ
た
」
と
我
が
国
の
対
応
を
強
く
批
判
し

ま
し
た
。

さ
ら
に
、
北
朝
鮮
は
、
北
朝
鮮
に
拉
致
さ
れ
た
可

能
性
を
排
除
で
き
な
い
行
方
不
明
者
を
調
査
し
て
い

る
特
定
失
踪
者
問
題
調
査
会
が
、
北
朝
鮮
に
向
け
て

行
っ
て
い
る
ラ
ジ
オ
放
送
「
し
お
か
ぜ
」
に
対
し
、

同
年
五
月
こ
ろ
か
ら
妨
害
電
波
を
発
信
し
て
い
る
と

み
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
北
朝
鮮
は
、
朝
鮮
総
聯れ

ん

関
連
施
設
等
に
対

す
る
捜
索
等
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
が
「
総
聯
を

『
違
法
行
為
を
行
う
団
体
』
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ

の
イ
メ
ー
ジ
を
曇
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
総

聯
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
な
ど
と

し
て
非
難
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

三
　
朝
鮮
総
聯
を
介
し
た
対
日
諸
工
作

北
朝
鮮
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
人
拉
致
問
題
に
対

し
て
誠
意
あ
る
対
応
を
し
て
お
ら
ず
、
究
極
的
に
は

国
交
正
常
化
に
よ
り
、
北
朝
鮮
が
言
う
と
こ
ろ
の
巨

額
の
「
賠
償
金
」
を
我
が
国
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
等

を
目
的
と
し
て
、
我
が
国
に
お
い
て
、
朝
鮮
総
聯
を

介
し
て
、
北
朝
鮮
に
有
利
な
世
論
の
醸
成
、
北
朝
鮮

の
主
張
に
同
調
す
る
日
本
人
の
結
集
・
組
織
化
を
図

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

朝
鮮
総
聯
は
、
北
朝
鮮
創
建
五
八
周
年
祝
賀
宴

（
同
年
九
月
八
日
）
に
我
が
国
の
各
界
の
著
名
人
や

各
国
駐
日
大
使
館
関
係
者
、
海
外
メ
デ
ィ
ア
の
特
派

員
ら
を
招
待
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
徐
萬
述

ソ
・
マ
ン
ス
ル

議
長

は
、「
日
本
当
局
が
朝
日
平
壌
宣
言
の
基
本
精
神
に

反
し
て
、
既
に
解
決
さ
れ
た
懸
案
問
題
に
執
着
し
、

「
制
裁
」
ま
で
発
動
し
て
対
決
の
局
面
を
作
り
出
し

て
い
る
こ
と
は
誠
に
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘

し
た
上
で
、「
日
本
当
局
が
総
聯
と
在
日
同
胞
を
規

制
・
抑
圧
す
る
一
連
の
措
置
を
即
時
解
除
し
、
過
去
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の
清
算
と
国
交
正
常
化
に
誠
実
に
臨
む
こ
と
、
日
本

の
各
界
の
人
士
が
こ
れ
か
ら
も
民
族
教
育
を
始
め
と

す
る
総
聯
の
活
動
に
変
わ
り
な
い
支
持
と
協
力
を
寄

せ
て
く
れ
る
こ
と
を
確
信
す
る
」
な
ど
と
あ
い
さ
つ

を
行
い
、
出
席
者
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
及
び
朝
鮮
総

聯
に
対
す
る
理
解
を
求
め
ま
し
た
。

ま
た
、
朝
鮮
総
聯
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
、
我

が
国
の
企
業
に
徴
用
さ
れ
る
な
ど
し
た
朝
鮮
半
島
出

身
者
の
遺
骨
調
査
に
つ
い
て
、
他
の
団
体
と
連
携
し
、

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
働
き
掛
け
を
行
う
一
方

で
、
関
係
集
会
で
は
、
北
朝
鮮
に
い
る
遺
族
の
ビ
デ

オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
上
映
す
る
な
ど
、
自
身
に
有
利
な

世
論
の
醸
成
に
努
め
ま
し
た
。

朝
鮮
総
聯
は
、
同
年
一
〇
月
一
七
日
、
北
朝
鮮
に

よ
る
地
下
核
実
験
実
施
の
発
表
に
伴
う
我
が
国
政
府

の
一
連
の
措
置
に
対
し
て
、「
即
時
撤
回
」
と
「
在

日
朝
鮮
人
の
人
権
と
生
活
権
の
保
障
」
を
要
求
す
る

南
昇
祐

ナ
ム
・
ス
ン
ウ

副
議
長
の
談
話
文
を
発
表
し
ま
し
た
。

な
お
、
一
七
年
一
〇
月
、
警
視
庁
が
検
挙
し
た
朝

鮮
総
聯
傘
下
の
在
日
本
朝
鮮
人
科
学
技
術
協
会
（
科

協
）
の
幹
部
二
人
に
よ
る
薬
事
法
違
反
事
件
で
、
当

該
幹
部
の
経
営
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
を
捜
索
し

た
際
、
当
該
事
務
所
か
ら
、
防
衛
庁
に
関
係
す
る
資

料
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
一
部
に
防
衛
上
の
秘
密
に
当

た
る
可
能
性
の
あ
る
記
載
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

四
　
万
景
峰

マ
ン
ギ
ョ
ン
ボ
ン

九
二
号
の
入
港
を
め
ぐ
る
動
向

北
朝
鮮
と
日
本
を
結
ぶ
北
朝
鮮
船
籍
の
貨
客
船
万

景
峰
九
二
号
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
訪
朝
に
利
用
さ
れ

る
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
に
、
同
船
を
め
ぐ
る
幾
つ
か

の
違
法
事
案
が
摘
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
八
年
中
、

万
景
峰
九
二
号
は
、
四
月
二
五
日
か
ら
一
〇
月
二
〇

日
に
か
け
て
一
八
回
入
港
す
る
計
画
で
し
た
が
、
同

年
七
月
五
日
、
北
朝
鮮
に
よ
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射

を
受
け
、
同
日
、
我
が
国
政
府
は
、
特
定
船
舶
の
入

港
の
禁
止
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
船
の
六
か
月
間
の
入
港
禁
止
措

置
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
な
お
、
同
日
、
同
年
七

回
目
の
入
港
予
定
で
あ
っ
た
同
船
は
、
早
朝
か
ら
新

潟
西
港
沖
合
で
停
船
中
で
し
た
が
、「
人
道
的
な
配

慮
」
に
よ
り
、
朝
鮮
学
校
の
生
徒
ら
の
乗
客
を
下
船

さ
せ
る
た
め
、
一
時
的
に
新
潟
西
港
に
着
岸
し
て
以

降
は
入
港
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
同
年
一
〇
月
九
日
、
北
朝
鮮
が
地
下
核
実

験
の
実
施
を
発
表
し
た
こ
と
を
受
け
、
入
港
禁
止
期

間
が
、
同
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

月
一
三
日
か
ら
一
九
年
四
月
一
三
日
ま
で
の
間
に
変

更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

五
　
対
日
諸
工
作
に
係
る
今
後
の
見
通
し

北
朝
鮮
は
、
我
が
国
が
解
決
を
求
め
る
拉
致
問
題

に
対
し
て
は
、「
解
決
済
み
」
と
の
姿
勢
を
変
え
ず
、

今
後
も
、
対
日
非
難
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、「
過

去
の
清
算
」
を
最
優
先
さ
せ
た
国
交
正
常
化
へ
の
協

力
や
朝
鮮
総
聯
の
活
動
に
対
す
る
理
解
の
獲
得
等
を

求
め
て
、
直
接
又
は
朝
鮮
総
聯
等
を
介
し
た
諸
工
作

を
活
発
に
展
開
す
る
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。
警
察
は
、

諸
工
作
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
違
法
行
為
に
対
し
て

は
、
情
報
収
集
活
動
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
厳
正

な
取
締
り
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
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